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1．相談事業 

電話相談は男性からの相談が多く、ほとんど自

分の思いを聞いてもらえれば解決という形でし

た。面談へつながる件は深刻なケースもあり、支

援活動まで移行することが多かったです。 

 

2．DV 被害者支援事業 

DV被害者支援 シェルター利用者 7件 

 他市の配暴センターからの依頼が多く、DVの

原因のほとんどが精神的DV、なかなか他人にわ

かってもらえない辛さがあり、根底に経済的問題

があることがわかります。 

 今年度は 2件家族療法を行いました。2件と

も離婚にならず、家族の再生ができました。子ど

も達も親から離れることなく暮らせることが出

来、ほっとしています。しかしなかなか家族療法

までつながることが少ないことが今後の課題で

す。 

3．若者支援事業 

今年度は 2件の若者を支援。 

1件は都内に住む若者を支援し、シェルターで

一時保護。他は親からの虐待で支援。被害者にも 

 

 

 

4．貧困問題事業 

■ 無料学習塾 

※ 経済的に厳しい家庭の子どもたちを対象に開催   

 登録生徒 小 1～高 3まで 40名 

 登録講師 社会人 18名 大学生 16名 

＊基礎学力の底上げと能力の差を補うため、サブの

講師をつけ一斉授業を試みました。 

結果 高校受験生 11名 全員希望校に合格。 

＊発達障害の子どもたちも人と関        

わることで変わっていく。            

マンツーマン指導は有効と            

感じました。                  

                             

■ 制服リユース 

 不要になった制服をさくらドライさんのご協力で

安い価格でクリーニングして頂き、安価で販売して

います。アミ美容室で展示されており、スタッフも

いろいろな相談にも対応しております。毎月売り上

げがあり、この事業も有効と感じました。 

 

■ MOTTAINAI(もったいない）プロジェクト 

食品ロスを集め、ひとり親家庭や一人暮らしの高

齢者、経済的に厳しい方々に配布する事業です。 

令和 5年 1月で３０回を迎え、紅白饅頭でお祝いし

ました。この事業を始めることが出来たのも 

休むことなく続けられたのも 

中町の桑原毛糸店さんのお蔭です。 

ありがとうございました。この場をお借りして 

感謝申し上げます。 

 

 

 

 

問題のあるケースが

多く、教育の必要性

を感じました。 

結いの家だより 
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※「群馬県男女共同参画社会づくり功労者」とは「県内におい

て男女共同参画の推進に積極的に取り組んでおり、他の規範で

あると認められる個人」（群馬県ホームページより） 

NPO法人の細かな情報については、「内閣府 

NPO法人ポータルサイト」に載っております。最

新の情報に更新されるには少し時間がかかってい

るようですが、興味ある方は見てみて下さい。

（大分件数が多いですが）。             

当法人の情報は右のQRコードを        

読み込んで下さい。               

編集後記 

「結いの家だより」も発刊して１年経過しました。

令和４年度の「結いの家」の活動状況も充分報告で

きませんでしたが、令和５年度も新たな事業も計画

し、随時ご報告していきたいと思っております。 

今年度もよろしくお願いいたします。 

                 編集 守田 

「結いの家」の 4 つの事業 
1．まちのソーシャルワーカー事業 

新しい事業です。 

家族の中の問題に対して相談、伴走型支援を行

います。まずはお電話を 
             0278-22-2035 
 
2．DV 被害者支援事業 

例年通りDV被害者を支援します。 

シェルターにて一時保護します。 

被害者を社会的自立まで支援します。 

家族療法で家族の再生を行います。 

DV防止のため啓発活動行います。 

 
3．若者支援事業 

親から虐待を受けたり、親の協力を得られない

若者のために相談支援活動行います。 
 
4．貧困問題事業 

■無料学習塾 

毎週土曜日 午後 2：30～4：30 

       午後 6：30～8：30 

毎週月曜日 午後 6：30～8：30 

保健福祉センター３階 

■制服リユース 

不要になった制服をさくらドライさんのご協力

でクリーニングして頂き、アミ美容室で安価で販

売していきます。 

■ＭＯＴＴＡＩＮＡＩプロジェクト 

食品ロスを集め、経済的に困っている方々に配

布しています。 

場所が変わりました！！ 

テラス 1階 多目的ホール 

毎月 第 2 日曜日  午前 10:00～ 

なくなったら終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

「結いの家」は令和 5年度も家族の中の問題の

相談支援活動を行います。 

 
新しい事業 

「まちのソーシャルワーカー事業」 

これは 

昨年「相対的貧困調査」を行った調査を分析

し、考察した結果、結いの家スタッフは家族内に

は様々な問題があること、またそれをただ相談に

のるだけではなく、支援までが必要と強く感じま

した。そこで、令和 5年度は問題を抱えた方々に

対して一緒に動く、伴走型支援を実施することに

なりました。 

 
家族の中の問題には 

介護や子育ての問題・就学や就労の問題 

経済的問題・児童、高齢者への虐待・ひきこも

り・ヤングケアラー・ワーキングプア・ 

ゴミ屋敷・8050問題・親の介護と子育てのダブ

ルケア 等 

 様々な問題があります。 

 
スタッフ一同、一生懸命勉強して、問題解決に

取り組み、必要な支援のコーディネートをしま

す。地域資源を活かしながら社会との繋がりを回

復し、そして家族関係の調整も行います。 

 

皆様に役立つソーシャルワーカーとして 

活動します。ご利用お待ちしてます。 


